
第 7号様式 (第 10条第 1項 )

(提出先)

横浜市長 殿

定款の変更の登記を完了しましたので、

り、登記事項証明書を提出します。

定款の変更登記完了提出書

2017 + I 月 夕 日

提出者

主たる事務所の所在地 横浜市南区若官町 4丁 目52番 1号

法人の名称 ⅣO法人田村明記念 。まちづくり研究会

代表者の氏名 田村千尋 ③

電言舌][手)  045-721-5385

FAX lま
=ナ

  045-721-5385

特定非営利活動促進法第 25条第 7項の規定によ



履歴事項全部証 明書

神奈川県横浜市南区若官町四丁目52番 1号

NPO法 人田村明記念 。まちづ くり研究会

会社法人等番号 0200-05-012053

名 称 NPO法 人田村明記念・まちづ くり研究会

主たる事務所 横浜市神奈川区神大寺三丁目5番 6-101号

神奈川県横浜市南区若官町四丁目52番 1号 平成 29年  6月 30日 移転

平成 29年  7月  5日 登記

法人成立の年月日 平成 27年 4月 1日

目的等 目的及び事業

この法人は、都市プランナー田村明たちによる横浜での総合的な都市づくり、

そして各地の市民主体のまちづくりを学び直し、その活動成果を次世代と共有

し、まちづ くりの推進に寄与することを目的とする。

この法人は、上記の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動

を行 う。

特定非営利活動促進法第 2条別表に掲げる「まちづ くりの推進を図る活動」を

行 う。

この法人は、上記の目的を達成するため、次の特定非営利活動を行う。

① 横浜の都市づくりと市民のまちづくりに関する研究会活動に係る事業

② まちづくりに関する情報資料の収集発信活動に係る事業

③ まちづくり関連団体や市民等との交流活動に係る事業

④ まちづくりの研究支援に向けた基金運用活動に係る事業

⑤ その他この法人の目的を達成するために必要な事業

役員に関する事項 横浜市神奈川区神大寺三丁目5番 6-101号
理事 田 村 千 尋

横浜市神奈川区神大寺三丁目5番 6-101号 平成 28年  7月  1日重任

理 ,      IL ↑」 丁  青

平成 28年  7月  6日 登記

資産の総額 金 0円

金 1957万 642円
平成 28年  3月 31日 変更  平成 28年  5月 31日 登記

金 1946万 2971円
平成 29年  3月 31日 変更  平成 29年  6月  6日 登記

登記記録に関する

事項

設 立

平成 27年  4月  1日 登記

整理番号 ン265816   * 下線のあるものは抹消事項であることを示す.      1/2



神奈川県横浜市南区若官町四丁目52番 1号

NPO法 人田村明記念・ まちづ くり研究会

これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明

した書面である。

平成 29年  7月 28日
横浜地方法務局

登言己官     小 山 ち え 子

整理番号  ン 265816  * 下線のあるものは抹消事項であることを示す。


